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○
国
土
交
通
省
令
第
三
十
五
号

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
七
十
一
条
、
第
七
十
六
条

、
第
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の

管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
七
条
第
一
項
中
「
も
の
」
を
「
金
銭
又
は
有
価
証
券
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

２

法
第
七
十
六
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。
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一

修
繕
積
立
金
等
が
金
銭
で
あ
る
場
合

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法

イ

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
等
金
銭
を
収
納
口
座
に
預
入
し
、
毎
月
、
そ
の
月
分

と
し
て
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
等
金
銭
か
ら
当
該
月
中
の
管
理
事
務
に
要
し
た
費
用
を
控
除
し
た
残
額
を
、
翌
月
末

日
ま
で
に
収
納
口
座
か
ら
保
管
口
座
に
移
し
換
え
、
当
該
保
管
口
座
に
お
い
て
預
貯
金
と
し
て
管
理
す
る
方
法

ロ

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
（
金
銭
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
保
管
口
座
に
預
入
し
、
当
該
保
管
口
座
に
お
い
て
預
貯
金
と
し
て
管
理
す
る
と
と
も
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有

者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
前
項
に
規
定
す
る
財
産
（
金
銭
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
収
納
口
座
に
預

入
し
、
毎
月
、
そ
の
月
分
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
前
項
に
規
定
す
る
財
産
か
ら
当
該
月
中
の
管
理
事
務
に
要
し
た
費
用
を

控
除
し
た
残
額
を
、
翌
月
末
日
ま
で
に
収
納
口
座
か
ら
保
管
口
座
に
移
し
換
え
、
当
該
保
管
口
座
に
お
い
て
預
貯
金
と

し
て
管
理
す
る
方
法

ハ

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
等
金
銭
を
収
納
・
保
管
口
座
に
預
入
し
、
当
該
収
納

・
保
管
口
座
に
お
い
て
預
貯
金
と
し
て
管
理
す
る
方
法

二

修
繕
積
立
金
等
が
有
価
証
券
で
あ
る
場
合

金
融
機
関
又
は
証
券
会
社
に
、
当
該
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
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「
受
託
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
管
理
組
合
の
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
の
保

管
場
所
と
明
確
に
区
分
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
受
託
有
価
証
券
が
受
託
契
約
を
締
結
し
た
管
理
組
合
の
有
価
証
券
で
あ
る
こ

と
を
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
さ
せ
る
方
法

３

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
前
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
繕
積
立
金
等
金
銭
を
管
理
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
る
一
月
分
の
修
繕
積
立
金
等
金
銭
又
は
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産

の
合
計
額
以
上
の
額
に
つ
き
有
効
な
保
証
契
約
を
締
結
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

修
繕
積
立
金
等
金
銭
若
し
く
は
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業

者
が
受
託
契
約
を
締
結
し
た
管
理
組
合
若
し
く
は
そ
の
管
理
者
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
管
理
組
合
等
」
と
い
う
。

）
を
名
義
人
と
す
る
収
納
口
座
に
直
接
預
入
さ
れ
る
場
合
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
若
し
く
は
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者

か
ら
委
託
を
受
け
た
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
修
繕
積
立
金
等
金
銭
若
し
く
は
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産

を
徴
収
し
な
い
場
合

二

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
、
管
理
組
合
等
を
名
義
人
と
す
る
収
納
口
座
に
係
る
当
該
管
理
組
合
等
の
印
鑑
、
預
貯
金
の
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引
出
用
の
カ
ー
ド
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
管
理
し
な
い
場
合

４

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
繕
積
立
金
等
金
銭
を
管
理
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
保
管
口
座
又
は
収
納
・
保
管
口
座
に
係
る
管
理
組
合
等
の
印
鑑
、
預
貯
金
の
引
出
用
の
カ
ー
ド
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
管
理
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
組
合
に
管
理
者
等
が
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、

管
理
者
等
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
比
較
的
短
い
期
間
に
限
り
保
管
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
毎
月
、
管
理
事
務
の
委
託
を
受
け
た
管
理
組
合
の
そ
の
月
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象

月
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
会
計
の
収
入
及
び
支
出
の
状
況
に
関
す
る
書
面
を
作
成
し
、
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
書
面
を

当
該
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
管
理
組
合
に
管
理
者
等
が
置
か

れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
対
象
月
の
属
す
る
当
該
管
理
組
合
の
事
業
年
度
の
終
了
の
日
か
ら
二

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
書
面
を
そ
の
事
務
所
ご
と
に
備
え
置
き
、
当
該
管
理
組
合
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の

区
分
所
有
者
等
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
の
業
務
時
間
内
に
お
い
て
、
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６

こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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一

収
納
口
座

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
等
金
銭
又
は
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
を

預
入
し
、
一
時
的
に
預
貯
金
と
し
て
管
理
す
る
た
め
の
口
座
を
い
う
。

二

保
管
口
座

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
を
預
入
し
、
又
は
修
繕
積
立
金
等
金
銭
若

し
く
は
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
の
残
額
（
第
二
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
収
納
口
座

か
ら
移
し
換
え
、
こ
れ
ら
を
預
貯
金
と
し
て
管
理
す
る
た
め
の
口
座
で
あ
っ
て
、
管
理
組
合
等
を
名
義
人
と
す
る
も
の
を

い
う
。

三

収
納
・
保
管
口
座

マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
か
ら
徴
収
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
等
金
銭
を
預
入
し
、
預
貯
金
と
し

て
管
理
す
る
た
め
の
口
座
で
あ
っ
て
、
管
理
組
合
等
を
名
義
人
と
す
る
も
の
を
い
う
。

第
八
十
八
条
中
「
作
成
し
」
の
下
に
「
、
管
理
業
務
主
任
者
を
し
て
」
を
加
え
、
「
交
付
し
」
を
「
交
付
し
て
説
明
を
さ
せ

」
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
交
付
さ
せ
」
を
「
交
付
し
て
説
明
を
さ
せ
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



- 6 -

別
記
様
式
第
九
号
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
十
号
の
四
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
十
六
号
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
四
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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「

登
録

年
月

日
年

月
日

別
記
様
式
第
二
十
六
号
中

「
を

に
改
め
る
。

登
録

の
有

効
期

間
年

月
日

か
ら

年
月

日
ま

で

」

」

別
記
様
式
第
二
十
八
号
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
三
十
号
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
三
十
二
号
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
第
二
号
表
面
、
別
記
様
式
第
九
号

表
面
、
別
記
様
式
第
十
号
の
四
表
面
、
別
記
様
式
第
十
六
号
表
面
、
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
四
表
面
、
別
記
様
式
第
二
十

六
号
、
別
記
様
式
第
二
十
八
号
表
面
、
別
記
様
式
第
三
十
号
表
面
及
び
別
記
様
式
第
三
十
二
号
表
面
の
改
正
規
定
は
、
公
布
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の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

管
理
組
合
か
ら
管
理
事
務
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
で
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
も
の

に
基
づ
き
行
う
管
理
事
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
契
約
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の

間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
マ
ン
シ

ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
二
号
、
別
記
様
式

第
九
号
、
別
記
様
式
第
十
号
の
四
、
別
記
様
式
第
十
六
号
、
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
四
、
別
記
様
式
第
二
十
八
号
、
別
記

様
式
第
三
十
号
及
び
別
記
様
式
第
三
十
二
号
に
よ
る
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
別
記
様
式
第
二
号
、
別
記
様
式
第
九
号

、
別
記
様
式
第
十
号
の
四
、
別
記
様
式
第
十
六
号
、
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
四
、
別
記
様
式
第
二
十
八
号
、
別
記
様
式
第

三
十
号
及
び
別
記
様
式
第
三
十
二
号
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

第
四
条

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
掲
げ
て
い
る
旧
規
則
別
記
様
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式
第
二
十
六
号
に
よ
る
標
識
は
、
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る

日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
別
記
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
標
識
と
み
な
す
。

（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理

府
・
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
三
号
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に

第
八
十
七
条
第
五
項

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国

土
交
通
省
令
第
百
十
号
）

別
表
第
二
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
建
設
省
令
第
十
五
号

）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に

第
八
十
七
条
第
五
項

関
す
る
法
律
施
行
規
則

別
表
第
三
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に

第
八
十
七
条
第
五
項

関
す
る
法
律
施
行
規
則

別
表
第
四
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に

第
八
十
七
条
第
五
項

関
す
る
法
律
施
行
規
則


